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様式第九号 (第千-条rの左玄関係)

許可番号 04020179:3 5‐寺

産業廃棄物処謎分業許可証
-==: 三三住 所 福岡県京都郡苅田町長浜地ゴーフー番地 2

--- -; 氏 名 丸屋商事株式会社 --

代表取締役 石田 慶三郎

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6項の許可を受けた者であることを証する。

福岡県鵡罷獅 --
制 縛 , 畔 叫 声

…
ー,リード‐,

‐
r

- 許可墓三百効年月 日 令和 11 年 ]三2‐‐月-i三昨 日

-- -E事業弱範囲 (処分の方法ごとに区分しズ取り根雪!遅;業廃棄物の種類 (当該産業廃棄物に石石綿
-
誓看産業廃棄物、

.品産業廃棄物又は水銀含有む話ヰキ右筆が含まれる場合は、その旨を含む。)-妄言声裁空ろ÷て↑と。)

中間処理 (破砕):廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等 (以上 3品目については、自動車等破砕物を

除く。)、がれき類 以上 4品目

以下余白
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2. 事業の用に f炉…だろすべての施設 (施設ごとに種類、施設射湯所、群置年月 H、処理能力、許可年月日及び許可 i三

番号 (産塗装廃餅 弼整理施設の設置dj許可を受けている場- にr浪庁二「 を記載すること-)

選別雛蔦懸崖 設置場所 福岡県京都郡苅田町鳥越町 2番 15
三…三 設置年月日 平成 2 6 年 3 月 31 日 -- --

- -- - 処 理 能 力 21.4 t/ 日 (8 時間 )

一三選別施設② :設置場所 福岡県京都郡苅田町鳥越町 2番 15

- 設置年月日 令和 4年 1月「31 日

処理能力 126 t/ 日 (8時間)
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※更新手続については、有効期間満了日の-6 0 ロ前までに必ず管轄の京築保健福祉環境事務月で行っ-てく了ごさい。



(裏面)

破砕施設

以下余白

3

設置場所
設置年月日
処理能力

許可年月日

許可番号

福岡県京都郡苅田町鳥越町2番 15
令和 5年 11 月 15 日

(7 5mm 、-loomm グレー ト使用時 )

廃プラスチック類二 3.2 t/ 日 (8 時間)

金属くず 8.8t/ 日 (8時間 )

ガラスくず等 8.o t/ 日 (8 時間 )

がれき類 1 2.o t/ 日 (8時間 )

令和 5年「1月 2日

第 6 5 7号

許可の条件 「----

(1うF破砕施設については、 loomm 以下のグ慶一 トを使用すること。

(2)二美邸」処理について、選別施設②を使用幸一為場合…1ま、;その選別処理後産業廃棄物の全量を選別施設(①に
-: -;- 投一大すること。

「 (3主r選別施設①に係る産業廃棄物の保管数量は次-のとおりとすること。

ー:-ア 中間処理 (選別 ) に係る処理前産生業廃棄物の保管数量は 2 6 7ボ以下とするきき宝- ---二一

ー イ 中間処理 (選別) に係る処理後産-業廃棄物 (混合廃棄物 (廃プラスチック類ぎ:紙ぐ舞三木くず、繊維

くず))の保管数量は3 7 2rH以事とすること。

ウ 中間処理 (選別)に係る処理後産業廃棄物 (廃プラスチック類)の保管数量は127 爾以下とするこ

と。

工 中間処理 (選別)に係る処理後産業廃棄物 "・るい下残さ)の保管数量は0.2 2m 以下とすること。

(4) 選別施設②に係る処理前産業廃棄物の保管数量は 3 2 81H以下とすること。
以下余白 -

4 言午評買の塾覇新又は変更の状況

平成毒と毛…≧年 5月 21 日

÷三宅重ig年辱 10 月 19 日

三苓霊勝 元年 12 月 5日

…三令和 6年 7月 1 2 日

--令和 6 年 「 0 月 2 3 日

令和 6
以下余白

5

6年 12 月 5 日

変更許可により中間処理-(破砕ラに係る取扱品目 (ガラスくず等、鉱ざ巨 1覇[追加

変更許可により中間処理 (選別) に係る取扱品目 (廃プラスチツー鏡宴三紙ぐずミ木

くず、繊維くず、金属くず) の限定の変更

更新許可キ
変更届出により中間処理 (破砕)に係る取扱品目 (鉱さし9三の廃腔
変更許可によりモ中間処理 (選別) に係る取扱品目 (ガラスくさEI等幸の追加、取扱品

目 (廃プラスチック類、金属くず)の限定の変更及び中間処理 (破砕)に係る取扱

品目 (廃フラスチック類、がれき類)の追加

更新許可

無規則第 1-0-条の 4第 7項の規定による許可証の提出の有‐無


